
認知症施策推進事業実施要綱 

 

１９福保高在第１０７号 

                         平成１９年６月１４日 

一部改正   ２３福保高在第５９号 

     平成２３年５月１６日 

              一部改正   ２３福保高在第７３２号 

平成２４年３月３０日 

                     一部改正    ２福保高在第１１０５号 

                            令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

                     一部改正    ３福保高在第１２０７号 

                            令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 

一部改正    ５福保高在第３８４号 

                            令和５年６月２６日 

                     一部改正   ５福祉高在第６９０号   

                           令和６年２月２８日 

一部改正   ７福祉高在第５３７号   

                           令和７年７月１５日 

 

第１ 目的 

この事業は、認知症に関する都民への普及啓発を行うとともに、認知症のある人と

その家族に対する具体的な支援のあり方について検討することにより、認知症になっ

ても地域で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

この事業の実施主体は、東京都（以下「都」という。）とする。 

なお、第５に規定する事業については、その運営を団体等に委託し、又は団体等に

助成して実施することができる。 

 

第３ 事業内容 

  この事業の内容は、次に掲げるものとする。 

ア 東京都認知症施策推進会議の設置 

イ 区市町村認知症支援担当者連絡会の開催 

ウ 認知症に関する普及啓発 

 

第４ 東京都認知症施策推進会議の設置 

１ 目的 

認知症のある人やその家族に対する支援体制の構築に向けた方策について検討

するため、東京都認知症施策推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
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２ 検討事項 

   推進会議は、認知症支援に関し、次の事項について検討を行う。 

  ア 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号） 

第１２条に定める都道府県計画に関する事項 

イ 認知症支援体制の推進に関する事項 

ウ 都と区市町村、介護・医療関係者、団体・企業及び都民等の役割分担や連携に

関する事項 

エ 都民や関係者に向けた啓発に関する事項 

オ その他必要な事項 

 

３ 構成 

   推進会議は、学識経験者、介護・医療関係者、行政関係者、都民等のうちから、

福祉局長が委嘱する委員で構成する。 

 

４ 委員の任期 

（１）委員の任期は、２年以内において局長が定める期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

（２）委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

５ 議長及び副議長 

（１）推進会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（２）議長は、推進会議の会務を総括し、推進会議を代表する。 

（３）副議長は、議長が指名する者をもって充てる。 

（４）議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。 

 

６ 招集等 

（１）推進会議は、議長が招集する。 

（２）議長は、３に定める者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。 

 

 ７ 専門部会 

（１）推進会議は、必要に応じ、専門部会（以下「部会」という。）を置くことがで

きる。 

（２）部会は、推進会議が定める事項について調査・検討する。 

（３）部会は、議長が指名する委員をもって構成し、福祉局長が委嘱する。 

（４）部会に、専門委員を置くことができる。 

（５）専門委員は、議長が指名する者をもって充て、福祉局長が委嘱する。 

（６）専門委員の任期は、２年以内において局長が定める期間とする。ただし、再任



を妨げないものとする。 

なお、専門委員に欠員が生じた場合、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 

８ 部会長 

（１）部会に部会長を置き、委員及び専門委員の互選によりこれを定める。 

（２）部会長は、専門部会の会務を総括し、専門部会を代表する。 

（３）部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指定する者がその職務を代理 

する。 

  

９ 部会の招集等 

 （１）部会は、部会長が招集する。 

 （２）部会長は、必要があると認めるときは、関係者に部会への出席を求め、その意

見を聞くことができる。 

 

10 幹事 

（１）推進会議及び部会（以下「会議」という。）における検討の充実及び効率化を

図るため、委員及び専門委員の他に幹事を設置する。 

（２）幹事は、福祉局長が任命する。 

（３）幹事は、会議に出席し、調査・検討に必要な情報を提供するとともに、会議で

検討された事項に関する取組及び普及に努めるものとする。 

 

11 会議及び会議に係る資料の取扱い 

会議及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、議長、副議長又は部会長の発議

により、出席委員及び出席専門委員の過半数で議決したときは、会議又は会議に係る

資料を非公開とすることができる。 

 

12 委員等への謝礼の支払い 

（１）３、７（３）及び（５）に掲げる委員並びに専門委員の会議への出席に対して

謝礼を支払うこととする。 

なお、謝礼の支払は、その月分を一括して翌月に支払うこととする。 

 （２）６（２）及び９（２）に掲げる者の会議への出席に対しては、委員及び専門委

員に準じて謝礼を支払うこととする。 

    なお、謝礼の支払は、その都度支払うこととする。 

 

13 事務局 

会議の円滑な運営を図るため、福祉局高齢者施策推進部在宅支援課に事務局を置き、

会議の庶務は事務局において処理する。 

 



   

14 その他 

    この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、議長が別 

に定める。 

 

第５ 区市町村認知症支援担当者連絡会の開催 

  推進会議で検討した地域支援体制の構築に係る事例について、区市町村との情報共 

有を図るとともに、各区市町村における取組の促進を図るため、区市町村認知症支援 

担当者連絡会を開催する。 

 

第６ 認知症に関する普及啓発 

   広く都民の認知症に対する理解を図り、普及啓発を促進することを目的として、シ

ンポジウム等を開催する。 

 

    附 則（平成１９年６月１４日１９福保高在第１０７号） 

    １ この要綱は、平成１９年６月１４日から適用する。 

    ２ 認知症理解普及促進事業実施要綱（平成１８年６月１２日付１８福保高在第１

６１号）は廃止する。 

    附 則（平成２３年５月１６日２３福保高在第５９号） 

    この要綱は、平成２３年５月１６日から適用する。 

    附 則（平成２４年３月３０日２３福保高在第７３２号） 

    この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

    附 則（令和３年４月１日２福保高在第１１０５号） 

    この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則（令和４年３月８日３福保高在第１２０７号） 

    この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月２６日５福保高在第３８４号） 

    この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年２月２８日５福祉高在第６９０号） 

    この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年７月１５日７福祉高在第５３７号） 

    この要綱は、令和７年７月１５日から施行する。 

 

 


